
障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実に関する
主な平成29年度予算事業

○Specialプロジェクト２０２０ （新規） 7,600万円
2020年東京大会のレガシーとして共生社会を実現するために、2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文

化・教育の全国的な祭典を開催するためのモデル事業や、特別支援学校等を活用した地域における障害者スポー
ツの拠点づくり事業等を実施します。
具体的には、特別支援学校を拠点とした障害者の地域スポーツクラブの設立を支援するほか、「Specialプロジェ

クト2020体制整備事業」において、都道府県又は指定都市が地域実行委員会を開催し、Specialプロジェクト2020の
体制の検討や特別支援学校で行われる運動会、文化祭に関する情報収集を行いながら、スポーツ教室や文化・
アート教室の開催等の実践研究を実施します（10件程度）。その際、放課後等に行われる活動については、例えば
「放課後子供教室」の活用も期待されます。

【担当：スポーツ庁健康スポーツ課障害者スポーツ振興室】

○障害者の文化芸術活動の充実 （拡充） 116億円の内数
・戦略的芸術文化創造推進事業 7.0億円の内数
芸術文化の振興を図る上で推進することが必要な芸術活動や、障害者の優れた芸術活動の調査研究、国内外で
の成果を発表するための公演・展覧会の開催等を実施します。

・文化芸術による子供の育成事業 52.2億円の内数
特別支援学校の子供たちに対する文化芸術の鑑賞・体験機会を提供します。
小中学校等の子供たちに対し障害のある芸術家等による文化芸術の鑑賞・体験機会を提供します。

・文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 29.6億円の内数
地域の文化芸術資源（現代アート・メディア芸術・工芸・障害者芸術など）を活用し、芸術団体や大学及び産業界
等と連携して実施する持続的な地域経済の活性化や共生社会の実現につながる先進的な取組等を支援します。

【担当：文化庁芸術文化課】

○特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、
社会参加までの切れ目のない支援体制整備 （新規） 3億4,500万円の内数
特別な支援を必要とする子供について、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制の整備を促すため教

育部局と福祉・保健・医療・労働等の部局が連携し一貫した支援体制を構築する地域を支援します。（30地域）
本事業は、障害者の学習活動や文化、スポーツ活動等を充実するため、福祉、保健、医療、労働等の部局に加え
て、生涯学習、文化、スポーツ等の部局との連携体制を構築することにも活用できます。
（なお、２次募集を検討中です。） 【担当：初等中等教育局特別支援教育課】

○社会で活躍する障害学生支援センター形成事業（新規） 4,500万円
障害のある誰もが活躍できる社会の実現のため、大学等や福祉・労働行政機関、企業等が協力し、障害のある

学生の修学・就職支援を連携して進める「社会で活躍する障害学生支援センター」を形成します。（２件（予定） ）

当該事業は大学等が申請・選定されるものですが、高等学校・特別支援学校高等部、自治体関係部局（福祉・労
働）との連携が重要であり、「第二次まとめ」の内容も踏まえて、「センター」との様々な協力・取組の実施を御検討く
ださい。

【担当：高等教育局学生・留学生課】

○地域学校協働活動推進事業（拡充） 64億3,500万円の内数
地域と学校をつなぐコーディネーターが中心となり、地域と学校の連携・協働の下、幅広い地域住民等が参画し、

地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を特別支援学校を含め、全国
的に推進します。

なお、特別な支援を必要とする子供たちに対する放課後等の支援活動を行う場合に、元特別支援学校教諭、ホー
ムヘルパー有資格者、障害者施設実務経験者などを対象に特別支援サポーターとして配置することが可能です。

【担当：生涯学習政策局社会教育課地域学校協働推進室】
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●2020年からの新たな特別支援教育（学習指導要領改訂）を契機に、全国の特別支援学校で、スポーツ・文化・教育
活動の全国的な祭典を開催

事業内容事業内容

趣旨等趣旨等

・「ほんもの」のスポーツ・芸術に触れ感動を共有する機会 ・障害の有無等を超えて誰もが心を触れ合う機会
・地域住民の主体的な参画

・地域の誰にでも開かれた次世代の「共生学校」を創造
・東京大会のレガシーとして、障害の有無や年齢・性別
を超えた、地域の共生社会の拠点づくり

①祭典の企画立案等
国レベルの中央実行委員会を開催し、事業内容を具体化するとともに、
関係機関とのネットワークを構築し、ロゴマーク作成やプロモーション等
を行う。

②各地での祭典開催のための体制整備及び情報収集
各都道府県・地域において地域実行委員会を開催し、域内の関係機関
のネットワークを構築するとともに、特別支援学校で行われる運動会、

文化祭に関する情報収集を行う。

③祭典に向けたモデル事業の実施
全国的な祭典の開催に向けた具体的な取組の先進事例を蓄積するた
め、モデル事業を実施する。

④特別支援学校等を活用した地域における障害者スポーツの
拠点づくり事業の実施
特別支援学校等における体育・運動部活動等を充実するとともに、特別
支援学校等を拠点とした障害者の地域スポーツクラブの設立を支援する。

⑤特別支援学校を対象とした全国的なスポーツ・文化大会の
開催支援
全国の特別支援学校のスポーツ・文化活動の充実を図るため、特別支
援学校のスポーツ・文化活動の成果を披露するための全国大会の開催
を支援する。

効果効果

文部科学省
（初等中等教育局、スポーツ庁、文化庁）

都道府県
（教育担当部署、スポーツ担当部署、

障害者スポーツ担当部署、文化担当部署）

実行委員会（国レベル）

実行委員会（都道府県レベル）

スポーツ関係団体

文化関係団体

経済界

特別支援学校
関係団体

オリパラ関係機関

特別支援学校

スポーツ関係団体文化関係団体

地方自治体関係団体

連携・協力

地元経済団体等

実施体制

（ 新 規 )
29年度予算額：75,527千円)

Special プロジェクト ２０２０
～障害の有無にかかわらず、すべての人が笑顔になる祭典～
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芸術文化振興上の課題解決のため推進することが必要な公演、展示等の芸術活動やその基盤となる取組について、着実で機動的な実施を図
るため、公演・展示等の要件（分野、内容、開催地域、対象者、参加者、実施上の留意点等）を国が示し、芸術団体、関係機関等から企画提
案を受け、選考した活動について、国が芸術団体等に委託して実施。
これにより、我が国の文化芸術の水準の向上と国民の鑑賞機会の充実を図り、「文化芸術立国」の推進に資する。

【効果】
○我が国の芸術文化の水準が世界的なものに高まる → 世界への日本文化の普及とインバウンド拡大
○国民の優れた舞台芸術公演の鑑賞機会の充実 → 居住地域等による鑑賞機会の格差の縮小
○観客層の拡大 → 入場料収入の増 → 公演数や質の向上 → 観客層拡大といったプラスのスパイラル効果
○障害者の芸術作品の実態把握・展示の推進 → 障害者の芸術活動の充実

趣旨

戦略的芸術文化創造推進事業
（28年度予算額 ４４１百万円）
29年度予算額 ７０１百万円

【想定される取組の例】
○ 世界的に著名な評論家を招へいし、複数の芸術団体の公演
を鑑賞し、批評の結果を国内外に公表する取組。

○ 地方や離島・へき地において、同種の実演芸術の公演の開
催実績が少ない地域における公演の実施。

○ 高齢者、子育て中の保護者、青少年等に係る地域の課題へ
の対策として、芸術団体と民間企業、特定非営利活動法人等
が連携協力して実施するワークショップ等の取組。

○ 芸術団体が民間企業、特定非営利活動法人等と連携協力し
て実施する女性の活躍を推進するための取組。

○ 全国各地のユニークベニュー（文化財等）を活用した分野
横断型の公演会・展覧会等の実施。【拡充】

○ 障害者の優れた芸術活動の調査研究と国内外への公演，展
覧会の開催等。【拡充】

課題の選定 要件の提示 企画の提案・実施

【芸術文化振興上の課題例】
○ 我が国の実演芸術の水準を世界レベルへ高めることや世

界へのアピールが必要。

○ 地方や離島・へき地において優れた実演芸術を鑑賞する

機会が少ない。

○ 高齢者、子育て中の保護者、青少年等を対象とした社会

包摂のための文化芸術活動の充実が求められている。

○ 実演芸術に関わる女性の活躍を推進することが求められ

ている。

○ 更なる文化芸術の発展のために既存の文化芸術分野の枠

組みにとらわれない総合的な取組が求められている。

○ 障害者の優れた芸術活動の普及の促進が求められている。

事業内容

要件の提示

企画公募による事業実施
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文化芸術は、子供たちの育成に大きな力となる。

■ 一流の文化芸術団体や芸術家による質の高い様々な文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供することは 子供たちの豊かな感性・情操や、創造力・
想像力を養う上で大きな効果。

■ 芸術家を教育現場に派遣して行う対話や創作、表現に係る体験活動は、子供たちの思考力・判断力・表現力等の向上や、自己肯定感、社会性、責任感等
の育成に大きな効果。

■ 義務教育期間中の子供たちに対し、国として、質の高い文化芸術に触れる機会を、２回 （「現代実演芸術」「伝統
芸能」各１回）以上提供する。

■ より多くの文化芸術の鑑賞・体験が可能となるよう地方公共団体への働きかけなどを行う。将来的には、地方公共
団体の自主事業等も含め、義務教育期間中毎年１回は、文化芸術の鑑賞・体験ができる環境を整えることを目指す。

３ 芸術家の派遣事業

■ 個人又は少人数の芸術家が学校を訪れ、講話、
実技披露、実技指導を実施。

■ 国、教育委員会と地域のNPO法人等が連携し、
学校と芸術家個人や小規模グループをコーディ
ネート。

学校公募型 １，５５０ 件程度

NPO法人等提案型 １，１００ 件程度

１ 巡回公演事業 ４ コミュニケーション能力向上事業

■ 学校において、芸術家による表現手法を用いた
計画的・継続的なワークショップ等を実施。

■ 芸術家による実技披露に加え、児童・生徒が小
集団で協働して、課題解決に取り組む活動を実施。

■ 創作や小集団での話合い等のプロセスを重視。

学校公募型 １００ 件程度

NPO法人等提案型 １００ 件程度

豊かな創造力・想像力を養う
思考力やコミュニケーション能力など
社会人としての素養を身につける

将来の芸術家や観客層を育成し、
優れた文化芸術の創造につなげる

文化芸術による子供の育成事業
（28年度予算額 ５,１２３百万円）
29年度予算額 ５,２２３百万円

２ 合同開催事業

■ 国が一流の文化芸術団体を選定し、小学校・中
学校等において実演芸術公演を実施。

■ 事前に児童・生徒が自ら参加する体験型の活動
（ワークショップ）を実施。

□公演種目 １４種目 □公演数 １，５５０公演程度

■ 山間、へき地、離島など、鑑賞機会に恵まれない
地域に存する小学校・中学校等について、合同で
実演芸術公演を実施。
□公演種目：８種目 □公演数：３００ 公演程度
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先進的文化芸術創造拠点形成事業（予算額 500百万円）

地域の文化芸術資源を磨き上げ活用する取組や、芸・産学官連携により持続的な地域経済の発展や共生社会の実現に向けた
取組を牽引する拠点を形成し、専門的人材の育成や国内外への発信などの取組を関係省庁と連携して支援する。これにより、
文化芸術資源を活用した地方創生、ひいては我が国の経済活性化、一億総活躍社会の実現に資することを目的とする。

○地方公共団体等による文化事業の実施体
制を構築する取組を支援

【支援内容】
・実施体制の運営費や調査研究費等

文化芸術創造拠点形成事業
（予算額 2,400百万円）

○地方公共団体が主体となり、地域住民や
地域の芸・産学官とともに取り組む、地域
の文化芸術資源を活用した文化芸術事業
を支援

【取組例】
・芸・産学官で取り組む、地域の音楽、舞踊、
演劇の公演、現代アート展、メディア芸術祭 等

文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

補助率：1/2 補助金額８千万円を上限

補助率：1/2 補助金額2千万円を上限

・地域で光る文化芸術創造拠点の形成
・地方公共団体の文化事業の実施能力向上

パシフィック・ミュージック・
フェスティバル
（北海道札幌市）

アース・セレブレーション
（新潟県佐渡市）

原則5年間の継続補助 定額補助 1億円/年
中間評価等により進捗状況を確認し、支援経費に反映

【課 題】
１．中長期的プランで計画したい地方公共団体が存在
２．地域の文化芸術を担うプロデューサーなど専門的人材が不足
３．各団体単独では連携が難しく文化芸術資源を有効に活用できていない
４．海外発信の戦略性が乏しい
５．高齢者や障害者等全ての人が参画し活躍できる社会の実現が必要

芸・産学官連携により、文化芸術資源を活用し、経済的価値、社会的・公共的価値を創出する新たな社会モデルの形成を推進

文化庁は、上記の先進的文化芸術創造拠点を中心として分野ごと
に取組や知見をパッケージ化して骨太化するプラットフォームを
構築。フォーラムの開催など国内外への情報発信等を行う。

文化庁が設定する重点分野において、左記課
題を踏まえ、芸・産学官連携により持続的な

地域経済の発展や共生社会の実現に向けた
取組を牽引する地方公共団体の総合的な取組
を先進的文化芸術創造拠点として支援

文化芸術創造活用プラットフォームの構築

トップレベルの文化芸術創造拠点の形成
文化庁文化庁

観光庁観光庁 経済産業省経済産業省

補助金補助金

美術館・劇場美術館・劇場

産業界産業界

コーディネーターコーディネーター

連携・協力

連携・協力

連携・協力

関係
地方公共団体

関係
地方公共団体

連携・協力
大学大学

芸術家・団体等芸術家・団体等

申請
地方公共団体

申請
地方公共団体

厚生労働省厚生労働省 総務省総務省

現代アート等 共生社会メディア芸術 生活文化

文化庁設置 プラットフォーム（フォーラム開催など情報発信の場を設定）

骨
太
化
・
国
内
外
発
信

骨
太
化
・
国
内
外
発
信

骨
太
化
・
国
内
外
発
信

骨
太
化
・
国
内
外
発
信

◇先進的文化芸術創造拠点群と
プラットフォームのイメージ

◇先進的文化芸術創造拠点と省庁連携のイメージ

（28年度予算額 ２，７９０百万円）
29年度予算額 ２，９６０百万円

【支援内容】
・芸・産学官が連携して取り組む以下の事業

③ネットワーク構築事業
・関係者ネットワーク構築の
ための会議開催費等

②人材育成事業
・セミナー等開催費等
・専門人材活用の報償費等

①文化芸術事業等
・文化芸術事業開催のための出演費、舞台費、会場設営費等
・観光客ニーズや商品化に向けたニーズ把握のための調査研究費等

●重点分野例
現代アート・実演芸術等
メディア芸術（マンガ・アニメ等）
生活文化（工芸・食文化等）
共生社会(障害者・高齢者等）
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障害者権利条約の批准や改正障害者基本法の趣旨及び平成２８年４月からの障害者差別解消法の施行等を踏まえ、
インクルーシブ教育システムの推進に向けた取組として、自治体が、 Ⅰ．特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、

社会参加までの切れ目のない支援体制整備、Ⅱ．特別支援教育専門家等配置 Ⅲ．特別支援教育の体制整備の推進をする場
合に要する経費の一部を補助する。

インクルーシブ教育システム推進事業
平成２９年度予算額 １，４５２百万円（拡充）

Ⅲ 特別支援教育体制整備の推進

①特別支援連携協議会
・医療・保健・福祉・労働等との連携を強化し、社会の様々な機
能を活用できるようにするため、特別支援連携協議会の設置し、
障害のある子供の教育の充実を図る。

②研修
・管理職（校長等）や各学校を支援する 指導主事を対象とした
学校全体としての専門性を確保するための研修。担当教員とし
ての専門性の向上のための研修。

補助対象者：都道府県・市区町村
補助率：１／３
※平成29年度より、市区町村についても、
間接補助ではなく、都道府県に事務委任し、
直接補助する予定。

Ⅰ 特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備【新規】（３０地域）
特別な支援を必要とする子供について、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制の整備を促すため、教育部局と福祉・保健・医療・労働等
の部局が連携し一貫した支援体制を構築する地域を支援する。【別紙】

②早期支援コーディネーター （７４人）
・自治体が行う早期からの教育相談・支援に資するため、
関係部局・機関等や地域等との連絡・調整、情報収集等
を行い、特別な支援が必要となる可能性のある子供の円
滑な就学先決定の支援を行う。

⑥合理的配慮協力員（４７人）

・各学校の設置者及び学校が、障害
のある子供に対して「合理的配慮」の
実践に資するため、学校内外・関係
機関との連絡調整、特別支援教育
コーディネーター等のアドバイザー、
保護者の教育相談の対応の支援等
を行う。

④外部専門家 （３４８人）

・特別支援学校のセンター的機能を充実さ
せ、特別支援学校全体としての専門性を確
保するとともに、特別支援学校以外の多様
な学びの場における特別支援教育の体制
を整備するため、外部専門家を配置・活用
する。

① 医療的ケアのための看護師【拡充】 (1,000人→1,200人）
・学校において日常的にたんの吸引や経管栄養等の「医療的ケア」が必要な児童生徒が増加して
いる状況を踏まえ、これらの児童生徒の教育の充実を図るため、学校に看護師を配置し、医療的
ケアの実施等を行う。

⑤発達障害支援アドバイザー【新規】（74人）

・児童発達支援センター等の福祉関係部
局・機関等、厚生労働省の実施する発達
障害関連事業等と連携を図りつつ、教職
員とも日常的に連携、協力をしながら発達
障害の可能性のある児童生徒に対する指
導・情報提供を専門的な観点から行う。

③就労支援コーディネーター【新規】（７４人）
・特別支援学校高等部、高等学校において、ハローワーク
等と連携して、障害のある生徒の就労先、就業体験先の
開拓、就業体験時の巡回指導、卒業後のアフターフォロー
等を行い、障害のある生徒の自立・社会参加を支援する。

教育再生実行会議（第九次提言抜粋）

■乳幼児期から青年期まで継続的に発達支援・相談等を行う体制の整備を促すため、国は、各市区町村等において教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連
携した体制を整備することによって成果を上げている先進的な取組事例について情報提供するとともに、モデル事業の実施等を通じた支援を行う。
■特別な支援を必要とする子供について、各発達段階を通じ、円滑な情報の共有、引継ぎがなされるよう、国は、乳幼児期から高等学校段階までの各学校等で個
別の支援情報に関する資料を作成し、進級、進学、就労の際に、記載された情報の取扱いについて十分に配慮した上で、その内容が適切に引き継がれる仕組みを
整える。
■障害のある子供の自立と社会参加に資するよう、国、地方公共団体は、特別支援学校高等部や高等学校において、インターンシップや就労先の開拓、卒業後の
フォロー等を行う職員の配置を充実させ、労働分野等の関係機関と連携した就労支援を行う。

Ⅱ 特別支援教育専門家等配置

（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等）
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【別紙】インクルーシブ教育システム推進事業
（Ⅰ）特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支援体制整備

平成２９年度予算額 ３４５百万円（新規） １，４５２百万円の内数

特別支援教育 就労支援

①就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制の構築
②教育・保健・医療・福祉・労働部局・関係機関が連携して
支援する仕組みづくり
③個別の教育支援計画等を活用した引継ぎの仕組みを構築
④切れ目のない連携支援体制の成果・普及の実施

早期発見・支援

背景 特別支援教育の対象となる子供たちが増加する中で、「インクルーシブ教育システム」の理念、発達障害者支援法の改正（平成28年８月１日施
行）、児童福祉法の改正（平成２８年６月３日施行）を踏まえ、こうした子供たちが希望を持って生涯を過ごすことができるよう、その自立と社会参加
を目指し、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援を行える体制を整えることが求められている。

本補助事業が求める障害のある子供への支援体制の構築

市区町村における切れ目のない支援体制イメージ図

○推進支援地域：３０箇所
○申請条件：左記補助事業が求める障害
のある子供への支援体制の構築を図ること

※福祉・保健部局の申請可
○補助率：１／３
○補助対象：都道府県・市区町村
○最長３カ年補助

文部科学省

厚生労働省

市区町村教育委員会 福祉・保健等部局

小学校

企業

中学校幼稚園・保育園等

連携体制整備

就職

引継ぎ

凡例： 連携

ﾊﾛｰﾜｰｸ等
関係機関

保健所等関係機関

（Ⅰ）特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支援体制整備

誕生

特 別 支 援 学 校

就学前段階

就労・進学段階

引継ぎ 引継ぎ引継ぎ

引継ぎ

成
果
の
普
及

切
れ
目
な
い
支
援
体
制

の
整
備
拡
大

支援

高等学校
大学等引継ぎ

■補助対象：個別の教育支援計画等の作成費、発達支援システ
ム等導入・運用費、連携支援員の雇用費、ガイドブックの作成
費、他の自治体への普及啓発活動費等
特別支援教育専門家(早期支援・就労支援コーディネーター等）の配置経費

県教育委員会
学校段階

共
生
社
会
の
実
現



背 景
● 障害のある学生数の急増
平成22年から平成27年の５年間で約2.5倍（8,810人→21,721人）に増加。

● 「障害者差別解消法」の施行（平成28年4月）
全ての大学等において障害者への不当な差別的取扱いの禁止・合理的配慮
の提供が義務ないし努力義務とされた。

● 「ニッポン一億総活躍プラン」・教育再生実行会議「第九次提言」 等
閣議決定された政府提言等において障害のある学生支援の充実が求められ
ている。

● 障害のある学生の修学支援に関する検討会（平成28年度）
文部科学省において障害学生の修学支援のあり方について検討。

概 要

【取組（例）】
① 大学等からの相談に対しての専門的な助言の実施
② 専門的な知見・技術を有する支援人材の養成・派遣
③ 支援補助学生の養成・組織化の促進、研修の実施、他大学への派遣
④ 点字やテキストデータ、字幕等の各種メディア変換教材等の作成・共有
⑤ 障害のある学生を主な対象にしたインターンシッププログラムの開発・実施
⑥ 様々な分野で活躍する障害者を講師としたキャリア教育講座の開発・実施
⑦ 個別の支援情報に関する資料を活用した進学・就職の際の移行支援
⑧ これらの取組により蓄積されたﾉｳﾊｳを踏まえた障害のある学生支援ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞの構築

日本学生支援機構

各大学等

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築

支援ﾉｳﾊｳの
蓄積・開発・共有

成果の集約

助言・調整
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供

相談
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加

普及・研修

障害学生支援センター（仮称）

社会で活躍する障害学生支援センター形成事業（仮称）
平成29年度予算額 4,500万円 ： 2,250万円 × ２件（予定）

【構成（例）】
・ 幹事大学
Ａ大学

・ 連携大学
Ｂ大学、Ｃ大学、Ｄ大学、
Ｅ高専（複数校）

・ 連携機関
Ｆ県、Ｇ市、Ｈ高校、Ｉ 特別支援学校、
Ｊﾊﾛｰﾜｰｸ、Ｋ社、Ｌ社 等

● 障害のある誰もが活躍できる社会の実現のため、大学等における障害学生
の修学・就職支援が十分に行われるのに必要な体制整備やノウハウの蓄積・
開発・共有が求められている。

● これを受け、大学等や福祉・労働行政機関、企業等が協力し、必要な取組を
連携して進めるため、「社会で活躍する障害学生支援センター」（仮称）を形成
する。

別紙４



大学生等もボランティア等として参画 【子供たちの成長】

地域学校協働活動推進事業

小学校
段階

中学校
段階

高校
段階

大学等
段階

高齢者

地域コーディネーター（学校区レベル）

従来の学校支援地域本部等を基盤とし、
幅広い地域住民や団体等の参画により
ネットワークを構築し、地域学校協働活
動を推進

地 域 学 校 協 働 本 部
放課後子供教室
地域住民等による小学校での放課
後の学習支援、体験機会の提供及
び居場所づくりを拡充。

地域未来塾

地域住民の協力やＩＣＴの活用によ
り、学習が遅れがちな中高生等の
無料の学習支援を拡充。

外
部
人
材
を
活
用
し
た
土
曜
日
の
教
育
支
援
活
動

民
間
企
業
等
の
多
様
な
経
験
や
技
能
を
持
つ
外
部
人
材
の
活
用
に

よ
り
、
土
曜
日
等
の
特
色
・
魅
力
の
あ
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
充
実

近年、子供を取り巻く環境が大きく変化しており、未来を担う子供たちの成長を支えるには、地域と学校が連携・協働し、社会総がかりで教育を行うことが必要。

平成27年12月の中教審答申（地域と学校の連携・協働）や平成28年1月の「次世代の学校・地域」創生プランに基づき、幅広い地域住民や企業・団体等
の参画により、子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を推進するため、地域と学校をつなぐコーディネーターの配置や機能強化
により、基盤となる「地域学校協働本部」の整備を推進するとともに、学びによるまちづくりや地域人材育成、放課後子供教室、地域住民等による学習支援（地
域未来塾）、外部人材の活用による土曜教育の取組を通じて、社会全体の教育力の向上及び地域の活性化を図る。

地 域 学 校
協 働 活 動

地域と学校の連携・協働の
下、幅広い地域住民等が
参画し、地域全体で未来を
担う子供たちの成長を支え、
地域を創生する活動

・学びによるまちづくり
・地域人材育成
・郷土学習
・地域行事への参加
・ボランティア・体験活動
・学校周辺環境整備 等

4,000箇所

統括コーディネーター（市町村レベル）
・未実施地域における取組実施を推進
・地域コーディネーターの資質や活動の
質の向上

就学前
段階

大人

保護者・
ＰＴＡ

企業

ＮＰＯ

青少年

機関・
団体 17,750箇所

3,700箇所

地域コーディネーター及び統括
コーディネーターの配置拡充、人
材の育成・確保（研修の充実、質
の向上、ネットワーク化）を強化

12,000箇所

放課後児童クラ
ブとの一体型を
中心とする放課
後子ども総合プ
ランの推進

地域住民等の
参画の促進

ＩＣＴを積極的に
活用した学習支
援を一層促進

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

【補助率】

・地域住民等や学校との連絡・調整
・地域学校協働活動の企画・推進等

17,500人

（前 年 度 予 算 額 6,295百万円）

２ ９ 年 度 予 算 額 6,435百万円
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特別なニーズのある子供たちへの放課後等の支援の充実

・学校週5日制の完全実施を機に、特別支援学校に通う子供たちの余暇活動を充実させることを目的に実施。

○ 実 施 日：年間２２日程度（土曜日を中心に長期休業中も実施）

○ 場 所：あきる野学園体育館など

○ 平均参加児童生徒数： ８０名程度

・近隣の大学の学生や企業の方など、さまざまな地域の方の協力を得ることで、屋外での活動や多様なプログラム
の実施を可能としている

～都立あきるの学園（特別支援学校）における放課後子供教室～ 東京都

活動の概要

主な活動事例実施内容

ポイント

取組の効果

○ スポーツゲーム

○ 参加を希望する人は、障害の種別や年齢、障害の有無を問わない

○ ただし、事故を起こさないために、事前の準備を十分に行う
〈例〉・活動人数が多くなりすぎないように班分けを行う

・全体の動きがスムーズになるような動線を確保する

賛同企業 横河電機株式会社HPより【外国語で遊ぼう！】

○ 外国語で遊ぼう

賛同企業

横河電機株式
会社HPより
【風船バレー教
室実施の様子】

・PTA主催で始まった「あきるのクラブ」と、太鼓クラブが連携し「チームあきる野」として放課後子供教室を委託運営することと
なった

・活動に賛同してくれる企業の協力を得て実施

（学校運営協議会の委員をしている企業のＣＳＲ担当から学校にボランティアの協力について打診があり）

活動が始まった経緯
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〔特別支援サポーターについて〕

特別支援サポーターとは、発達障害を含む障害のある方を対象として地域学校協働活動を

サポートする者で、元特別支援学校教諭、ホームヘルパー有資格者、障害者施設実務経験者

などが想定されます。特定の資格や職業を指すものではありません。

すべての子供たちの放課後の安心・安全な居場所づくり

特別な配慮を要する子供たちのサポート役の配置により、放課後子供教室の運営円滑化

元特別支援学校教諭、障害者施設実務経験者など経験豊富な人材が参画

教育活動推進員、教育活動サポーターと同様、主な経費は、活動を行う際の謝金など

（１）特別支援サポーターの配置により、すべての子供たちが多様なプログラムに参加
・放課後子供教室で提供している多様な体験プログラムに特別な配慮を要する子供たちの参加促進
・教育活動サポーターとの役割明確化など、効率的な活動体制が実現

（２）学校と放課後子供教室の連携を強化
・学校の担当教諭と情報共有を図ることにより、子供に必要な支援内容の充実

考えられる取組事例
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